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１．医療法と地域医療構想

昭和23年 医療法策定

病院の施設基準等創設、量的整備を促進

「医療計画」制度導入

昭和60年 医療法一次改正

「かけこみ増床」の発生

二次医療圏設定の考え方

5疾病5事業別のPDCAサイクルの推進

・基準病床制度による病床規制

・地域偏在の是正と医療施設の
連携強化

５疾病５事業ごとに医療連携体制を記載

第５次改正まで医療の
中身・質の充実へ

↑レセプトデータ等による分析に基づくもの

医療計画

平成26年 医療法六次改正
「地域医療構想」の策定等、ビッ
グデータ分析を基にした医療機能
分化、連携の推進
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保健医療対策協議会「企画調整部会」

１．医療法と地域医療構想

保健医療対策協議会

医療審議会

パブコメ・関係機関意見聴取等

地域保健医療対策協議会

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

総合確保方針

医療計画方針

介護計画方針

地域医療構想策定

第7次医療計画

第7期介護保険事
業（支援）計画

第6期介護保険事業計画の実施

地域医療構想

地域包括ケアシステム

慢性期の医療介
護ニーズに関する
検討

医療介護総合確保基金

国

医療従事者の需
給見通し等

地

方

自

治

体

病床機能分化・連
携の影響を反映

医療法第30条の4に基づく医療計画策定手続き

第6次医療計画（H25-H29）において
も、疾病別の医療機能の連携・分化

について、施策の方向性として記載
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１．医療法と地域医療構想
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（１）地域医療構想に関する事項（同条第２項第７号）
ア病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量（同号イ）
→病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量の算定方法に関する基準

（省令で規定）
イその他の事項（同号ロ）→在宅医療の必要量等（省令で規定）

１．医療法と地域医療構想

１．医療計画（医療法第30 条の４）

※地域医療構想に関する事項を定めるに当たっては、病床機能報告制度

の報告の内容や、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向、
医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通し等の事情を勘案
（同条第５項）→構想区域の設定に関する基準（省令で規定）（本文９頁）

地域医療構想の関係法令

（２）地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
（同項第８号）

２病床機能報告制度（医療法第30 条の13）（報告・公表方法（省令・告示で規定））

３ 協議の場（地域医療構想調整会議）（医療法第30 条の14）

４地域医療介護総合確保基金（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進

に関する法律第６条）
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２．策定プロセスについて

医療法第30条の14

１ 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（第三十条
の十六第一項において「構想区域等」という。）ごとに、診療に関する学識経験者の団体そ
の他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この条において「関係者」という。）
との協議の場（第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。）を設け、関係者
との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための
方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うもの
とする。
２ 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求

めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者
間の協議が調った事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
３ 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院

の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病
床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想
の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあ
つたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
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１．医療法と地域医療構想

実現のための都道府県の役割

１．病院の新規開設・種別変更への対応

（第7条第5項）開設・種別変更等の許可の際に不足している医療機能を担うべきとい
う条件を付けることができる。

２．既存医療機関による医療機能の転換への対応

・医療審議会での説明を求めることができる。
・認めるべき特別の事情がない場合は、医療審議会の意見を聴いて、中止を要
請（公的医療機関等には命令）することができる。

●（第30条の16）協議の場の協調が調わず、自主的な取り組みだけでは、機能連
携が不十分と認める場合、医療審議会での意見を聴いて、不足している医療機能
にかかる医療の提供を要請（公的医療機関等には指示）することができる。

●（第30条の15）病床機能報告の基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる
場合、構想区域の当該機能区分の病床数の必要量に既に達しているときは

・当該医療機関に、協議の場における参加を求めることができる。
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１．医療法と地域医療構想

実現のための都道府県の役割

３．稼動していない病床への対応

（第7条の2第3項） （第30条の12）特に必要がある場合、医療審議会の意見を聴
いて、稼動していない病床の削減を要請（公的医療機関等については命令）するこ
とができる。

（第30条の17）都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧
告することができる。

（第30条の17）都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該命令、指示又は勧告を
受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。
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2．病床機能報告制度について

医療機関がその有する病床（一般病床及び療養病床）において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基
本として都道府県に報告する仕組み（平成26年度から毎年度実施）

病床機能報告による機能区分ご
との病床数

地域医療構想による機能区分ご
との2025年の病床数

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

2025年のあるべき姿
現状

在宅医療等

比較
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2．病床機能報告制度について

病床機能報告の具体的内容
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国から推計ツール提供、研修等実
施及び独自データの収集

国の推計ツールを利用し
て、医療需要・必要病床
数を推計

地域医療構想調整会議
において、医療供給体制、
施策等を検討

策定後においても必要に
応じて定期的に実施

3．地域医療構想策定プロセスについて
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3．地域医療構想策定プロセスについて

策定にあたっての県の会議体

地域医療構想調整会議（構想区域ごと）
・国立・公的病院代表、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看
護協会、市町、介護関係者、保険者、保健所、学識経験者

保健医療対策協議会

保健医療対策協議会企画調整部会（県全体）
・県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協
会、政令市等

医療審議会

長崎県地域医療構想（案）

協議・検討依頼

協議結果・意見

構想策定のための資料

ある程度完成した段階
で最後に諮る（来年度）

結果を反映

県

新設
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6月 推計ツールの配布・操作研修

7月 地域医療構想調整会議委員委嘱

8月地域医療構想調整会議
（構想区域別）１回目

9月 保対協「企画調整部会」

（県全体の協議）

12月 保対協「企画調整部会」

（県全体の協議）

本県の具体的なスケジュール（案）

11月～1月地域医療構想調整会議
（構想区域別）２回目

平成27年

10月頃 福岡・佐賀県との調整

平成28年

3月頃 原案の作成

3月～5月地域医療構想調整会議
（構想区域別）3回目

5月 保対協「企画調整部会」

（県全体の協議）

6月 保健医療対策協議会

8月 医療審議会

関係機関からの意見聴取、パブリックコメント等

9月頃 策定

※国が示した目標に合わせた案

3．地域医療構想策定プロセスについて
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3．地域医療構想策定プロセスについて

地域医療構想調整会議の役割

委員
・国立・公的病院代表、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、市町、介護関係者、保険者、
保健所、学識経験者等

長崎県地域医療構想（案）

結果を反映

●地域の医療提供体制と将来の目指すべき
姿についての認識共有

↑病床機能報告や、構想に定める需
要や必要病床数の状況

●実現に向けての課題、必要な施策等につ
いて、地域の実情に基づく議論

策定（平成28年5月）まで 策定（平成28年9月）以降

医療法第30条の14に定める
「協議の場」

長崎県地域医療構想

実現に向けた取り組み
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3．地域医療構想策定プロセスについて

地域医療構想調整会議
（構想区域ごとに新設）
・国立・公的病院代表、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護
協会、市町、介護関係者、保健所、学識経験者等 長崎県地域医療構想 病床機能報告

１．地域の医療提供体制と将来の目指すべき姿についての認識共有

↑病床機能報告や、構想に定める需要や必要病床数の状況

２．地域医療構想等を進めていく上での課題

３．具体的な病床の機能の分化及び連携のあり方について

４．地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の検討

５．開設・増床等許可申請、過剰な病床の機能区分への転換につい
ての協議（医療法第30条の15）

利害関係者の調
整や、事業の検
討支援等

↑県・市・町によるサポート

県

構想の実現にあたって
の課題をチェック地域医療構想調整会議の役割
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3．地域医療構想策定プロセスについて

県立保健所

がん 脳卒中 心筋梗塞 周産期糖尿病

医療政策課

福祉保健課 長寿社会課

長崎県地域医療構想

学識経験者
大学教授 ほか

障害福祉課

既存各部会・協議会等を有効活用

基金事業・保健所会議ほか
介護の受け皿整備、地域包括ケ
アシステムほか

保健所長

専門的なアドバイスほか

・地域の実情等の反映
・会議の庶務

県庁関係各課及び保健所との連携体制を構築
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

構想区域を定める

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

患者の状態・診療の実
態別に１日あたりの患者
数を算出

2025年の医療需要

医療の供給体制（病床数）の調整と推計

地域の実情に応じて、地域医療構想調整会議で流出入を中心に検討

医療の質に応じて、医療需要を計算

３

一般
病床

療養
病床

在宅医療等

地域の実情に応じ、慢性期と
在宅医療等に振り分け

療養病床患者の一
部を在宅医療等需
要として推計

２

在宅
医療

１

４ 必要病床数の推計

診療報酬のデータ
などを使って疾病ご
とに詳細に分析

→構想区域は原則２次医療圏

現在の医療需要に基づき推計

機能区分ごとに推計
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

二次医療圏を原則としつつ、
① 人口規模② 患者の受療動向③ 疾病構造の変化④ 基幹病院までの
アクセス時間等の要素を勘案して柔軟に設定

・検討すべきは、人口20万人以下、流
出20％以上

第6次医療計画策定時に検討済み

構想区域の設定について

現在の二次医療圏を構想区域とする

他県の例では、5疾病ごとに個別
の圏域を設定する方法もあり

ガイドラインで示されている基本的な考え方
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

非DPC病院のみ
・結核、感染症、精神病床は除外
・各患者の出来高点数を計算（ただ
し、入院基本料、リハビリテーション料
は除外）
・回復期リハビリテーションは回復期、
療養病床は慢性期に分類

DPCデータ
・本県30の病院が参加
・より詳しい分析やデータを把握可能
・傷病のコード体系が国際基準にのっ
とっており明確

推計の元となるデータ

コード体系を合わせる
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

長崎県地域医療構想調整会議

一般病床の患者の推計

データ
（１年分）

高度急性期

急性期

回復期

在宅医療等

「疾病区分」(約90分類)
「性」(2分類)、「年齢」(17分類)
「患者住所地」(344分類)
「医療機関所在地」(344分類)
別に算出。

分ける

機能区分別の集計方法
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

一般病床の患者の機能区分別の考え方
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

慢性期・在宅医療等の患者の推計
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことがで
きる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を
指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。

パターンA：療養病床の入院受療率を全国最小値（山形県 81）まで低下させる
（本県全体 259)

パターンB：療養病床の入院受療率の全国最大値（高知県391）が全国中央値
（滋賀県 144）まで低下する割合を採用

パターンC：パターンBの減少率が全国中央値より大きく、高齢者単身世帯が全国
平均より多い場合のみ、パターンB目標を2030年として、2025年を比例的に算出。

パターンAが最も療養病床から在宅医療等への移行が
大きく、パターンCが最も小さい

慢性期・在宅医療等の患者の推計

在宅医療等の定義

療養病床の入院受療率の地域差が大きいため、これを解消

在宅医療等の定義
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

パターンA パターンB
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

① Ｂにより入院受療率の目標を定めた場合における当該構想区域の慢性期病

床の減少率が全国中央値よりも大きい
かつ
②当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい

本県の特例（パターンC）適用可能な構想区域

長崎、佐世保県北、県南、壱岐

慢性期・在宅医療等の患者の推計

パターンC適用可能条件
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4．将来の医療需要・病床数の推計について

入院受療率
（2013年度）＝医療需要

（人/日）

人口
（性・年齢階級別・二次
医療圏別）

÷

2025年度の人口に置き換える

医療需要 （人/日）
（2025年度）

人口
（性・年齢階級別・二次
医療圏別）

×入院受療率
（2013年度）

＝

将来の必要病床数の算出方法

病床稼働率で割り戻す

医療需要（人/日）
（2025年度） ÷

病床稼働率
（高度急性期0.75・急性期0.78・
回復期0.9・慢性期0.92）

＝

2025年度
必要病床数
（床）

2013年度の入院患者の割合を算出する
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「患者住所地」とは、構想区域に居住する患者の医療需要・病床の推計

5．地域医療構想調整会議の議論について

「医療機関所在地」とは、構想区域に立地する医療機関の医療需要・病床の推計。
・他の区域に居住していて、当該区域の医療機関に入院する患者（流入）を含む
・当該区域に居住していて、他の区域の医療機関に入院する患者（流出）は含まれない。

推計結果表の見方

A

B

A B A B流入大 流出大
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国の推計ツールによる流出・流入状況

流出・流入の状況

5．地域医療構想調整会議の議論について

国民健康保険・後期高齢者医療の診療情報に基づく集計結果

流出先構想区域患者住所
構想区域
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分析

在宅医療等の医療需要

5．地域医療構想調整会議の議論について

在宅医療等の
医療需要

在宅訪問診療料
算定患者

国のツールに
よる推計

介護老人保健施設の
サービス受給者

療養病床の
医療区分１の7割の患者

療養病床の
地域格差解消分

一般病床の
診療C3未満

在宅訪問診療料
算定患者

2013年度のデータを基に
推計

ツールの推計結果は、訪問診療の
医療需要以外、内訳が分からない

在宅訪問診療料
算定患者

介護老人保健施設の
サービス受給者

療養病床の
医療区分１の7割の患者

療養病床の
地域格差解消分

一般病床の
診療C3未満

介護保険事業計画の見込み量
を採用

病床の入院患者のうち、在宅
医療等の医療需要として推計
された量の総数は分析可能
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医療機能の分化と連携

5．地域医療構想調整会議の議論について

DPC病院の診療状況の分析

病床機能報告制度の結果

病棟の医療機能、施設の人員
、手術の状況等に関する医療
機関からの報告の集計
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●高度急性期については、必ずしも構想区域内で完結する必要はない。

議論のポイント

5．地域医療構想調整会議の議論について

流出・流入について

●脳卒中、心筋梗塞などの「急ぐ」急性期と、がんなど「急がない」急性期
に分けて考える。

●A構想区域において、高度急性期や急性期を減らすこととした場合、他
区域からの流入患者への影響を配慮する必要がある。

●長崎県は、他県と比較して、構想区域間の流出流入が少ない。他県では、
県庁所在地等、都市部への流入が多く見られる。

●急性期の一部（分娩等）について、構想区域内で完結しない場合、区域外
医療機関への交通アクセスの検討等が必要

●流出している患者を構想区域内の医療需要とするには・・・・

（例）A区域では、今後中核的病院の増床が予定されており、特に「がん」について
高度な医療を提供できる見込みである。このため、現在A区域からB区域へ流出
している20人/日の患者が、A区域で入院することが可能。
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●がん、脳卒中、心筋梗塞等の医療を全て提供する（総合病院）が多いことを
どうとらえるか？

議論のポイント

5．地域医療構想調整会議の議論について

機能分化・連携について

●本土地区において、医療需要がピークになるのは2025年以降となるが、離島
地区においては、すぐに医療需要は減少する。
→本土と離島の実情の違いを踏まえた議論が必要

●開設者の枠を超えた連携や統合等が考えられないか？

●道路等交通事情を踏まえたバランスの取れた配置

県を越える流出・流入については、10月以降、必要であれば県間の調整を行う
予定。
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●介護施設への入所となると、自己負担が増えることも想定される。高齢者向
けの低家賃住宅への支援等が必要ではないか？

議論のポイント

5．地域医療構想調整会議の議論について

●集落が点在する地域でどのように在宅医療を展開するか？事業所から遠い
地域にサービスを訪問看護への支援等・・・

●少子化が進む中、将来の高齢者を支える世代である、小学生・中学生に対
して、早くから在宅医療・介護を支える人材としての育成が必要。

在宅医療・在宅介護について

●地域包括ケアシステムは、日常生活圏域において、切れ目のないサービスを
提供する体制である。医療は２次医療圏単位において、これをバックアップするこ
とが重要がある。


